
議   第   ６２   号   

平成２６年 ２ 月２１日提出   

 

   熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について 

 

 熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

   熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市立小学校及び中学校設置条例（昭和３９年条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第１号の表に次のように加える。 

熊本市立龍田西小学校 熊本市北区龍田陳内２丁目１７番１号 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  小学校を新設するため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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